
新型コロナウイルス感染症対策本部 会議録    （作成：令和５年３月２日） 

名 称 新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第 68回） 

日 時 令和５年３月２日（木） 午後５時から午後５時 20分まで  

出席者 
町長、副町長、教育長、企画政策部長、総務部長、健康福

祉部長、生活経済部長、建設部長、建設部技監、教育部長 
場 所 合同委員会室 

会議の 

内容 

愛知県が示す「警戒領域」での感染防止対策における本町の対応ついて 

①令和５年３月 13日からの勤務時におけるマスク着用の考え方 

・個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねる。 

・感染防止対策としてマスク着用が効果的な場面では着用を推奨する。 

・感染対策上または事業上の理由等により、職員、住民にマスク着用を求めることは許容さ 

れる（各所属で判断） 

・三密回避、ソーシャルディスタンス、手指消毒、換気等の基本的感染対策は継続。 

 

②公共施設での対応 

・役場 

3/13～マスク着用は個人の判断。食堂等の制限解除。5/8～机上パーテーション、サーマル 

カメラ撤去、手指消毒は当面継続。 

・保育園・児童クラブ 

 保育園は 3/13～全園児マスク不要。児童クラブは学校方針に準ずる。 

・老人憩の家 

 3/13～マスク着用は個人の判断 

・勤労福祉会館 

 3/13～マスク着用は個人の判断、パーティ形式での利用可（飲食及びアルコールの飲酒可） 

・於大公園バーベキュー広場 

 3/13～制限解除、マスク着用は個人の判断とする。 

・体育館、文化センター、コミュニティセンター 

 3/13～マスク着用は個人の判断、ロビーでの食事制限解除、学校開放はマスク不要 

・小中学校 

 県教育委員会通知に準ずる。4/1～マスク不要、３月の卒業式は個人の判断 

 

③その他 

・ホームページの感染者情報は 3/13～削除、各種コロナ情報、支援策は、順次マスク着用の 

考え方等へ変更。ワクチン接種率は継続（来年度も継続するため）※マスク着用協力に対 

するお礼も掲載すること。 

・職員が新型コロナウイルス感染症に罹患、濃厚接触者等になった場合、当面は特別休暇と 

して取り扱う。 

・マスク着用の考え方、基本的な感染対策等のポスターなどを掲示し、周知啓発する。 

   

                                 

以上 

 

 


